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国保制度が変わりました

新制度—
Q&A

平成30年

から
4月 問国保年金課 ☎︎ 36-7151

県と市町が共同で運営していきます

窓口はこれまでと変わりありません

制
度
改
正
の
背
景

　
市
町
村
の
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

は
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
支
え
る
基
盤
と
な
る

制
度
で
す
。
し
か
し
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、

加
入
者
（
被
保
険
者
）
の
所
得
水
準
が
低
い
な
ど

の
理
由
か
ら
財
政
運
営
が
不
安
定
に
な
り
や
す

い
状
況
で
す
。
そ
の
結
果
、
国
保
財
政
が
赤
字
に

な
る
市
町
村
が
多
い
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い

ま
す
。
団
塊
の
世
代
が
全
員
75
歳
以
上
に
な
る
平

成
37
年
に
は
、
日
本
の
国
民
医
療
費
は
、
総
額

61
兆
８
０
０
０
億
円
に
上
る
と
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。
国
保
の
財
政
状
況
も
、
厳
し
い
状
況
が
続

く
見
込
み
で
す
。

　
今
回
の
制
度
改
革
は
、
都
道
府
県
が
国
保
の
財

政
運
営
の
主
体
と
な
り
、
ま
た
国
費
が
投
入
さ
れ

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
保
を
将
来
に
わ
た
っ
て

守
り
続
け
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

市
・
県
が
一
体
と
な
り
国
保
を
運
営

　
今
年
度
か
ら
、
島
田
市
の
国
保
事
業
が
静
岡
県

と
の
共
同
運
営
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
市
は
、
国
保
の
加
入
者
が
納
め
た
保
険
税
な

ど
を
財
源
に
県
へ
事
業
費
納
付
金
を
支
払
い
、
県

か
ら
保
険
給
付
費
に
必
要
な
費
用
を
全
額
受
け

取
る
仕
組
み
に
な
り
ま
す
。

　
規
模
が
大
き
く
な
る
こ
と
で
、
た
と
え
保
険
給

付
費
が
大
幅
に
増
加
し
て
も
、
そ
の
支
払
い
財
源

が
不
足
せ
ず
、
安
定
し
た
財
政
運
営
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
加
入
者
の
申
請
・
届
出
窓
口
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
市
役
所
で
す
。
ま
た
、
医
療
の
受
け

方
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

Q
手
続
き
の
窓
口
は
変
わ
る
の
？

A
保
険
税
の
賦
課
・
徴
収
・
各
種
申
請
・

届
出
な
ど
の
手
続
き
は
、こ
れ
ま
で

ど
お
り
市
の
窓
口
で
行
い
ま
す
。

Q
被
保
険
者
証
は
変
わ
る
の
？

A
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険
者
証

は
そ
の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま

す
。
今
年
度
の
被
保
険
者
証
更
新

時
期（
９
月
発
送
予
定
）に
、新
し
く

「
静
岡
県
」
と
記
載
さ
れ
た
被
保
険

者
証
を
送
付
し
ま
す
。

Q
保
険
税
は
変
わ
る
の
？

A
こ
れ
ま
で
ど
お
り
島
田
市
が
保
険

税
を
決
定
し
ま
す
。
な
お
、平
成
30

年
度
に
つ
い
て
は
、保
険
税
率
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
は
あ
る
の
？

A
平
成
30
年
度
か
ら
は
、県
内
の
他
市

町
へ
引
っ
越
し
た
場
合
で
も
、高
額

療
養
費
の
上
限
額
支
払
い
回
数
の

カ
ウ
ン
ト
が
通
算
さ
れ
、経
済
的
な

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※ 2：保険料（税）の賦課、保険給付、
被保険者証の交付、保健事業

※ 1：保険税（料）の納
付、各種申請・届出
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4 月からは、都道府県と市町村が、一緒に国
保を運営していきます。「国民皆保険」を将
来にわたって守り続けるための制度改正です。

何
が
変
わ
る
の
？


